
 
出
納
員
そ
の
他
の
会
計
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 
 

広
島
県
規
則
第
三
十
一
号 

 
 
 

出
納
員
そ
の
他
の
会
計
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

出
納
員
そ
の
他
の
会
計
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
四
項
中
「
次
項
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
納
員
で
あ
る
職
員
が
別
表
第
一
臨
時
の
出
納
員
欄
に
掲
げ
る
職
に

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
知
事
は
、
当
該
職
員
が
所
属
す
る
機
関
に
所
属
す
る
他
の
職
員
の
う
ち
か
ら
臨

時
の
出
納
員
を
一
人
任
命
す
る
。 

 

別
表
第
二
の
十
八
の
項
中 

   

東
広
島
支
所
椋

梨
ダ
ム
管
理
事

務
所 

所
長

 
 
 
 
 
  

 
 

 

東
広
島
支
所
仁

賀
ダ
ム
管
理
事

務
所 

所
長 

 

 

「 

を 

九
の
項
中 

総
務
局
行
政
管
理
課 

政
策
監 

労
働
委
員
会
事
務
局 

課
長
、
主
任
労
働
監

及
び
労
働
監 

 「 
  

に
改
め
る
。 

労
働
委
員
会
事
務
局 

課
長
、
主
任
労
働
監

及
び
労
働
監 

 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

を

」
 

「
 

「
 

東
広
島
支
所
椋

梨
ダ
ム
管
理
事

務
所 

所
長 

」
 

に
改
め
、
同
表
の
十 

 」
 

」
 


